
公開用 

 

令和４年１２月定例会 

 

 

春日部市教育委員会会議録 
 

令和４年１２月２２日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春日部市教育委員会 

 



- 1 - 

Ⅰ 期  日     令和４年１２月２２日 木曜日 

Ⅱ 場  所     春日部市教育センター ２階 視聴覚ホール 

Ⅲ 開  会     １３時３０分 

Ⅳ 閉  会     １３時３７分 
 

Ⅴ 教育長及び出席委員 

教育長        鎌田 亨 

教育長職務代理者   水沼 章文 

委員         金森 良泰 

委員         岡田 新司 

委員         秋山 早苗 

 

Ⅵ 説明のための出席者 

【学校教育部】 

学校教育部長                    中島 拓 

学校教育部学務指導担当部長             舘野 俊之 

学校教育部次長兼学校総務課長            篠原 直樹 

学校教育部学務指導担当次長兼指導課長        大野 明彦 

指導課教職員担当課長                瀬高 武夫 

 

 【社会教育部】 

社会教育部長                    大川 裕之 

社会教育部次長兼社会教育課長            神谷  司 

社会教育部参事兼中央公民館長            矢野 仁史 

  文化財保護課長                   中野 達也 

  スポーツ推進課長                  清水 一男 

 

 【総合政策部】 

  総合政策部長                    日向  誠 

  政策課行政改革担当課長               中山 祥一 

 

Ⅶ 書記 

学校総務課 総務担当主査              伊藤 知子 

学校総務課 総務担当主事              村山 尚生 

 

Ⅷ 署名委員の指名 

岡田委員 
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Ⅸ 会議に附した議案 

 

議案第３９号  春日部市教育委員会事務決裁規則及び春日部市公民館条例施行規則の一

部改正について              

 

報告第３５号  令和４年１２月春日部市議会定例会について  
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Ⅹ 議題及び議事の大要 

 

鎌田教育長 

それでは、ただいまから１２月定例教育委員会を開会いたします。 

はじめに、本日の会議録署名委員を指名します。岡田委員、お願いします。 

前回会議録（案）については、事務局より各委員に事前に配布しています。質疑等があ

れば、お聞かせ願います。 

 

[ 「ございません」と言う人あり ] 

 

鎌田教育長 

事前に配布した会議録（案）のとおりでよろしいですね。 

 

[ 「結構です」と言う人あり ] 

 

鎌田教育長 

前回会議録（案）は、事前に配布した会議録のとおり承認されました。それでは事務

局、会議終了後、前回署名委員の署名をいただいてください。 

それでは議事に入ります。 

はじめに、議案第３９号 春日部市教育委員会事務決裁規則及び春日部市公民館条例施

行規則の一部改正について を議題とし、説明を求めます。 

矢野中央公民館長、お願いします。 

 

矢野社会教育部参事（兼）中央公民館長 

 議案第 39 号春日部市教育委員会事務決裁規則及び春日部市公民館条例施行規則の一部

改正について、提案理由及びその主な内容につきまして、ご説明申し上げます。 

議案書 1ページをご覧ください。 

提案理由でございますが、地区公民館長の休暇の請求その他の事務の見直しに伴い、春日

部市教育委員会事務決裁規則及び春日部市公民館条例施行規則の一部を改正したく提案す

るものでございます。 

次に、主な改正内容でございますが、地区公民館長の休暇の請求、時間外勤務、出張命令

などの事務処理の効率化及び迅速化を図るため、専決事項の見直しを図り、専決権者を社

会教育部長から中央公民館長へ変更するものでございます。 

それでは、議案書の 2 ページをご覧ください。 

第 1条は、春日部市教育委員会事務決裁規則の一部を改正するものでございます。表中、

第 3条、部長共通専決事項の第 1号から第 5 号までに規定されている「課長」から「地区

公民館長を除く」ものでございます。 

第 2条は、春日部市公民館条例施行規則の一部を改正するものでございます。 

表中、第 6条第１項に地区公民館長に関する事項として、第 6 号から第 9 号までを新たに

追加するものでございます。 



- 4 - 

また、同条第 2項第 2 号につきましては、字句の整理を行うものでございます。 

最後に、附則でございますが、この規則の施行期日を令和 5年 1 月 1日とするものでござ

います。 

以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

 

鎌田教育長 

何かご質問はありませんか。 

 

[ 「ございません」と言う人あり ] 

 

鎌田教育長 

ないようですので、これより採決をいたします。 

議案第３９号 春日部市教育委員会事務決裁規則及び春日部市公民館条例施行規則の一

部改正について、原案どおり決するに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

[ 賛成者挙手 ] 

 

鎌田教育長 

挙手全員であります。よって、議案第３９号は、原案どおり可決と決しました。 

以上で、議案の審議を終了し、報告に移ります。 

はじめに、報告第３５号 令和４年１２月春日部市議会定例会について を議題とし、

説明を求めます。 

篠原課長、お願いします。 

 

篠原学校教育部次長(兼)学校総務課長 

報告第３５号 令和４年１２月春日部市議会定例会について、報告いたします。 

議案書４ページをご覧ください。 

会期は、１１月２５日から１２月１６日の２２日間でございました。 

提出議案のうち、教育委員会関係の議案は、議案第７６号、８２号、９０号の３件であ

り、原案のとおり可決されました。 

次に、一般質問では、２７人の議員から質問があり、このうち教育委員会関係につきま

しては、８人の議員から質問がございました。 

質問項目につきましては、お示しのとおりでございます。 

次に、本日、机上に配付いたしました、市長からの報告文書「春日部市教育に関する事

務の職務権限に関する条例に関する意見聴取について」をご覧ください。本条例の制定に

かかる経過でございますが、令和４年１０月定例教育委員会 議案第３５号において、委

員の皆さまにご審議いただき、市長に対して、同意する旨を回答してまいりました。 

しかしながら、本日配付した文書に記載されておりますとおり、令和４年１２月春日部

市議会に条例案の上程を見送ったということで、市長部局から報告があったものでござい

ます。 
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以上、報告いたします。 

 

鎌田教育長 

何かご質問はありませんか。 

 

[ 「ございません」と言う人あり ] 

 

鎌田教育長 

以上で報告を終了します。 

それでは、次回教育委員会の日程をお願いします。 

 

中島学校教育部長 

１月定例教育委員会につきましては、１月１９日、木曜日、午後１時３０分から本会場 

教育センター２階、視聴覚ホールでの開催を予定しております。 

 

以上でございます。 

 

鎌田教育長 

以上で、１２月定例教育委員会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


